
 
音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正（案） 

新旧対照 

旧 新 
 

 

別記 別記 

１ 接続契約者回線等に係る電気通信サービスの名称等 １ 接続契約者回線等に係る電気通信サービスの名称等 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第２種サービス（メニュー３に係るものに限ります。）について、接続契約者回線

に係る電気通信サービスの名称及び品目等、取扱いの単位、チャネル数の上限並び

に終端の場所として指定することができる区域は以下のとおりとします。この場合

において、第２種サービスの提供区域は、接続契約者回線の終端とすることができ

る区域とします。 

⑵ 第２種サービス（メニュー３に係るものに限ります。）について、接続契約者回線

に係る電気通信サービスの名称及び品目等、取扱いの単位、チャネル数の上限並び

に終端の場所として指定することができる区域は以下のとおりとします。この場合

において、第２種サービスの提供区域は、接続契約者回線の終端とすることができ

る区域とします。 

 電気通信サービス 取扱いの単位 チャネル数の

上限 

終端の場所と

することがで

きる区域 

  電気通信サービス チャネル数の上限 終端の場所と

することがで

きる区域 

 

 名称 品目等 終端の

うち回

線収容

部に収

容され

るもの 

終端

のう

ち左

記以

外の

もの 

  名称 品目等 終端の

うち回

線収容

部に収

容され

るもの 

終端

のう

ち左

記以

外の

もの 

 

 ＬＡＮ型

通信網サ

ービス契

約約款に

規定する

第３種サ

ービスの

タイプ１

のプラン

１又はプ

ラン２－

１ 

１Mb/s 左記の電気通信サ

ービスに係る契約

者回線の品目が同

一である２の契約

者回線であって、

互いの契約者回線

のみが通信相手先

となるものを１の

接続契約者回線と

して取り扱いま

す。ただし、複数

の論理回線（本欄

に規定する２の契

約者回線上に設定

された論理的な電

気通信回線をいい

ます。以下この表

において同じとし

ま す 。） に つ い

て、１の論理回線

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに２チ

ャネルまで 

当社が 

別に定 

める音 

声利用 

ＩＰ通 

信網サ 

ービス 

取扱所 

当社

が別

に定

める

区域 

  ＬＡＮ型通信網サ

ービス契約約款に

規定する第３種サ

ービスのタイプ１

のプラン１又はプ

ラン２－１ 

１Mb/s 契約者回線ごとに

２チャネルまで 

（略） （略

） 

 

10Mb/s 左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 23

チャネルまで 

10Mb/s 契約者回線ごとに

23 チャネルまで 

100Mb/s 左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 235

チャネルまで 

100Mb/s 契約者回線ごとに 

235 チャネルまで 



新旧対照 

旧 新 
 

１Gb/s ごとに１の回線収

容部へ収容する場

合は、１の論理回

線を１の接続契約

者回線とみなして

取り扱います。 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 600

チャネルまで 

１Gb/s 契約者回線ごとに 

300 チャネルまで 

 ＬＡＮ型

通信網サ

ービス契

約約款に

規定する

第３種サ

ービスの

タイプ１

のプラン

２－２ 

10Mb/s 最低伝送速

度の細目が

１Mb/s の

もの 

 左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに２チ

ャネルまで 

    ＬＡＮ型通信網サ

ービス契約約款に

規定する第３種サ

ービスのタイプ１

のプラン２－２ 

10Mb/s 最低伝送速度

の細目が 

１Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

２チャネルまで 

   

 最低伝送

速度の細

目が２

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに４チ

ャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が 

２Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

４チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が３

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに６チ

ャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が 

３Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

６チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が４

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに９チ

ャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が 

４Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

９チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が５

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 11

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が 

５Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

11 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が６

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 13

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が 

６Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

13 チャネルまで 



新旧対照 

旧 新 
 

 最低伝送

速度の細

目が７

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 16

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が 

７Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

16 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が８

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 18

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が 

８Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

18 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が９

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 20

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が 

９Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

20 チャネルまで 

20Mb/s 最低伝送

速度の細

目が

10Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 23

チャネルまで 

20Mb/s 最低伝送速度

の細目が

10Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

23 チャネルまで 

40Mb/s 最低伝送

速度の細

目が

20Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 46

チャネルまで 

40Mb/s 最低伝送速度

の細目が

20Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

46 チャネルまで 

60Mb/s 最低伝送

速度の細

目が

30Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 70

チャネルまで 

60Mb/s 最低伝送速度

の細目が

30Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

70 チャネルまで 

80Mb/s 最低伝送

速度の細

目が

40Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 93

チャネルまで 

80Mb/s 最低伝送速度

の細目が

40Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

93 チャネルまで 

100Mb

/s 

最低伝送

速度の細

目が１

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに２チ

ャネルまで 

100Mb/s 最低伝送速度

の細目が１

Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

２チャネルまで 



新旧対照 

旧 新 
 

 最低伝送

速度の細

目が２

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに４チ

ャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が２

Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

４チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が３

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに６チ

ャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が３

Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

６チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が５

Mb/s のも

の 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 11

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が５

Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

11 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

10Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 23

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

10Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

23 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

20Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 46

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

20Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

46 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

30Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 70

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

30Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

70 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

40Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 93

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

40Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

93 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

50Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 117

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

50Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

117 チャネルまで 



新旧対照 

旧 新 
 

 最低伝送

速度の細

目が

60Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 140

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

60Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

140 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

70Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 164

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

70Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

164 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

80Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 187

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

80Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

187 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

90Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 211

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

90Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

211 チャネルまで 

１Gb/s 最低伝送

速度の細

目が

10Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 23

チャネルまで 

１Gb/s 最低伝送速度

の細目が

10Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

23 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

20Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 46

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

20Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

46 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

30Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 70

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

30Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

70 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

50Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 117

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

50Mb/s のもの 

契約者回線ごとに

117 チャネルまで 



新旧対照 

旧 新 
 

 最低伝送

速度の細

目が

100Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 235

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

100Mb/s のも

の 

契約者回線ごとに

235 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

200Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 470

チャネルまで 

 最低伝送速度

の細目が

200Mb/s、

300Mb/s、

400Mb/s 又は 

500Mb/s のも

の 

契約者回線ごとに

300 チャネルまで 

 最低伝送

速度の細

目が

300Mb/s、

400Mb/s 

又は 

500Mb/s の

もの 

左記の電気通

信サービスに

係る契約者回

線ごとに 600

チャネルまで 

   

  備考 

１ 上記の２の契約者回線（複数の論理回線について、１の論理回線

ごとに１の回線収容部へ収容する場合は、論理回線が設定されたそ

れぞれの契約者回線とします。）は、同一の都道府県の区域内に設置

されたものとします。 

２ その電気通信サービスの態様又は提供条件について、音声利用Ｉ

Ｐ通信網サービスの提供に支障が生じないことを当社が認めるもの

に限ります。 

         

  ＬＡＮ型通信網サ

ービス契約約款に

規定する第３種サ

ービスのタイプ２ 

１Mb/s 契約者回線ごとに

２チャネルまで 

当社が

別に定

める音

声利用

ＩＰ通

信網サ

ービス

取扱所 

当社

が別

に定

める

区域 

 

  5Mb/s 契約者回線ごとに

11 チャネルまで 

 

  10Mb/s 契約者回線ごとに

23 チャネルまで 

 

  100Mb/s 契約者回線ごとに

235 チャネルまで 

 



新旧対照 

旧 新 
 

  １Gb/s 契約者回線ごとに

300 チャネルまで 

 

  10Gb/s  

   備考 

１ 上記名称欄に定める各電気通信サービスに係る契約者回線の品目が同一であ

る２の契約者回線であって、互いの契約者回線のみが通信相手先となるものを

１の接続契約者回線として取り扱います。 

 ただし、複数の論理回線（本欄に規定する２の契約者回線上に設定された論

理的な電気通信回線をいいます。以下この表において同じとします。）につい

て、１の論理回線ごとに１の回線収容部へ収容する場合は、１の論理回線を１

の接続契約者回線とみなして取り扱います。 

２ １に定める接続契約者回線は、同一の都道府県の区域内に設置されたものと

します。 

３ その電気通信サービスの態様又は提供条件について、音声利用ＩＰ通信網サ

ービスの提供に支障が生じないことを当社が認めるものに限ります。 

 

  

⑶ 

～ （略） 

⑺ 

⑶ 

～ （略） 

⑺ 

 附 則（令和６年６月 2６日企営第１５５５０００００３７６号） 

 この改正規定は、令和６年６月 28日から実施します。  

 


